
令和 7年度宮城県気仙沼合同庁舎直売会に係る出店事業者の募集について 

 

令和７年４月２１日  

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部 

 

県では、毎月第１金曜日とそれに続く土曜日・日曜日を「食材王国みやぎ地産地消の日」とし、更に

10月・11月は「食材王国みやぎ地産地消推進月間」と位置づけ、第３金・土・日曜日も「食材王国みや

ぎ地産地消の日」と設定し、地産地消の推進に取り組んでいます。 

  宮城県気仙沼合同庁舎内に地場産品の臨時直売所を設置することにより、地場産品の更なる消費拡

大につなげるとともに、商品の紹介などを通じた事業者支援を図るため、下記のとおり直売会を開催

します。開催にあたって、管内の事業者の出店を広く公募しますので、是非ご応募ください。 

 

1  実施日 

実施日 出店事業者数 備考 

① R7.6.20（金） 4※ うち 2事業者は水産関係とする。 

（「みやぎ水産の日」と合同開催） ② R7.10.17（金） 4※ 

③ R7.11.14（金） 4※ 
出店希望者数に応じて、開催場所が宮城県気仙沼合同庁

舎内大会議室となる可能性あり。 

④ R7.12.5（金） 4  

⑤ R8.2.6（金） 4  

※キッチンカー・販売車等による出店があった場合、5事業者まで出店可 

2  販売時間  午前 11時から午後 1時まで 

3  出店場所  宮城県気仙沼合同庁舎 1階ロビー（気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6） 

4  会場使用料 無償   

5  販売人数  1事業者 2名程度 

6  販売物   気仙沼・南三陸地域内で生産された農林水産物及び農林水産加工品等 

7  販売対象者 宮城県気仙沼合同庁舎等に勤務する県職員及び来庁者（1 事業者あたり来客者数の目

安：40人程度、直売会 1回（4～5 事業者出店）あたり延べ来客者数の目安：170 人程

度） 

8  募集期間   令和 7年 4月 21日（月）～令和 7年 5月 14日（水） 

※別紙様式に必要事項を記入の上、地方振興部までご提出願います。 

※出店者については出店物のバランス等を考慮した上で決定し、5 月中旬までに結果

をお知らせします。 

9  留意事項  「宮城県気仙沼合同庁舎直売会出店要領」を御確認の上、応募願います。 

 

※「宮城県気仙沼合同庁舎直売会出店要領」及び申込に係る様式は県の HPでもダウンロード可能です。 

   https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/kesennuma-chokubaikai.html   

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-e/kesennuma-chokubaikai.html

